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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第108期

第３四半期連結
累計期間

第109期
第３四半期連結
累計期間

第108期
第３四半期連結
会計期間

第109期
第３四半期連結
会計期間

第108期

会計期間

自　平成21年
　　４月１日
至　平成21年
　　12月31日

自　平成22年
　　４月１日
至　平成22年
　　12月31日

自　平成21年
　　10月１日
至　平成21年
　　12月31日

自　平成22年
　　10月１日
至　平成22年
　　12月31日

自　平成21年
　　４月１日
至　平成22年
　　３月31日

売上高 (百万円) 97,995 114,396 37,957 37,128 137,464

経常利益 (百万円) 2,517 5,649 2,374 1,988 4,427

四半期(当期)純利益
又は四半期純損失(△)

(百万円) 1,770 454 1,389 △2,044 1,580

純資産額 (百万円) ― ― 61,321 58,908 61,285

総資産額 (百万円) ― ― 119,371 128,622122,353

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,078.941,032.661,077.21

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 31.91 8.19 25.04 △36.85 28.49

潜在株式調整後１株
当たり四半期(当期)
純利益又は１株当たり
四半期純損失(△)

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 50.15 44.55 48.85

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,572 11,148 ― ― 12,525

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,766 △5,034 ― ― △5,172

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,793 3,052 ― ― △3,504

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 16,159 24,137 16,108

従業員数 (名) ― ― 7,017 7,027 7,007

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第108期第３四半期連結累計(会計)期間および第108期ならびに第109期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第109期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失で

あり、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について重要な変更はありません。また、

主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

 

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間における重要な子会社の異動として、当社連結子会社であるアイサンインダスト

リーチェコ㈲と同アイサンインダストリーローニー㈲は、平成22年12月31日をもってアイサンインダストリー

チェコ㈲を存続会社として合併いたしました。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況
平成22年12月31日現在

従業員数(名) 7,027〔823〕

(注) １　従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含

む)であり、臨時雇用者数は〔　〕内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時雇用者数には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員、派遣社員を含めております。

 

(2) 提出会社の状況
平成22年12月31日現在

従業員数(名) 2,988〔286〕

(注) １　従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用者数は

〔　〕内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。

２　臨時雇用者数には、期間従業員、パートタイマー、嘱託契約の従業員、派遣社員を含めております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

日本 21,206 ―

アジア 6,137 ―

北米 4,145 ―

欧州 1,486 ―

合計 32,976 ―

(注) １　金額は製造原価によっており、セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 受注状況

当社グループは、トヨタ自動車株式会社はじめ各納入先よりおおむね四半期ごとの生産計画の提示をうけ、当

社グループの生産能力を勘案して、これにより生産計画をたてております。なお、主たる受注先は、トヨタ自動車

株式会社で約54％を占めております。
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(3) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

日本 23,091 ―

アジア 7,972 ―

北米 4,515 ―

欧州 1,549 ―

合計 37,128 ―

(注) １　セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２　主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

 

相手先

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

トヨタ自動車㈱ 23,033 60.7 19,964 53.8

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した「事業等のリスク」はありません。また、前事業年度の有

価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間におきましては、国内では円高やエコカー補助金終了による影響があり、海外では

新興国での市場拡大、米国の市場回復などがありました。

このようななか、当第３四半期連結会計期間の業績としましては、売上高は371億２千８百万円(前年同期比

2.2％減)となり、営業利益は20億３千９百万円(前年同期比17.5％減)、経常利益は19億８千８百万円(前年同期

比16.3％減)となりました。また、製品保証引当金繰入額を特別損失に計上したことなどにより、四半期純損失は

20億４千４百万円(前年同期は四半期純利益13億８千９百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

［日本］

売上高は266億１千８百万円となり、営業利益は９億３千万円となりました。

［アジア］

売上高は81億９千９百万円となり、営業利益は11億５千５百万円となりました。

［北米］

売上高は45億４千５百万円となり、営業利益は１億２千３百万円となりました。

［欧州］

売上高は15億９千２百万円となり、営業損失は１億３千６百万円となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末に比べ75億３千８百

万円増加し、241億３千７百万円となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、53億２千７百万円の収入となりました。これは主に減価償却費や製品

保証引当金によるもので、前年同期に比べ15億３千３百万円の収入減少となりました。

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、12億６千４百万円の支出となりました。これは主に固定資産取得によ

るもので、前年同期に比べ４億３千６百万円の支出増加となりました。

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、38億３千万円の収入となりました。これは主に長期借入金の借入およ

び返済によるものであります。なお、前年同期は７億５千７百万円の支出でありました。
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(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更お

よび新たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は17億５千５百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更ならびに重要な計画の完了はありません。

また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,000,000

計 190,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 55,509,09655,509,096
東京証券取引所
名古屋証券取引所
各市場第一部

単元株式数100株

計 55,509,09655,509,096― ―

(注)　「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月１日以降当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

＜平成19年６月20日定時株主総会決議分＞

 

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 2,590個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数 259,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,433円(注)２

新株予約権の行使期間 平成21年７月１日から平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 １株当たり1,433円
資本組入額(注)３

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、
従業員または当社子会社の取締役等であることを要す
る。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失
した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利
行使期間の開始のいずれか遅い方から６ヶ月間は権利
を行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する
契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使

の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数と

し、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるもの

とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限

度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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＜平成20年６月19日定時株主総会決議分＞

 

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 4,120個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数 412,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり1,083円(注)２

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日から平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 １株当たり1,083円
資本組入額(注)３

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、
従業員または当社子会社の取締役等であることを要す
る。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失
した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利
行使期間の開始のいずれか遅い方から１年間は権利を
行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する
契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使

の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数と

し、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるもの

とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限

度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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＜平成21年６月18日定時株主総会決議分＞

 

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 4,110個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数 411,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり755円(注)２

新株予約権の行使期間 平成23年７月１日から平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 １株当たり755円
資本組入額(注)３

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、
従業員または当社子会社の取締役等であることを要す
る。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失
した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利
行使期間の開始のいずれか遅い方から１年間は権利を
行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する
契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使

の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数と

し、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるもの

とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限

度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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＜平成22年６月22日定時株主総会決議分＞

 

 
第３四半期会計期間末現在
(平成22年12月31日)

新株予約権の数 3,900個(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数　100株

新株予約権の目的となる株式の数 390,000株

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり692円(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年７月１日から平成28年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

発行価格 １株当たり692円
資本組入額(注)３

新株予約権の行使の条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、
従業員または当社子会社の取締役等であることを要す
る。
ただし、退任・定年退職・転籍によりその地位を喪失
した場合(死亡の場合を除く)は、地位喪失または権利
行使期間の開始のいずれか遅い方から１年間は権利を
行使することができる。
その他の行使の条件は、株主総会決議および取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する
契約に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の
承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株である。

２　新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により

生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使

の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝調整前行使価額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数と

し、自己株式を処分する場合は、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうち資本に組み入れる額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い

算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるもの

とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限

度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年10月１日～
平成22年12月31日

― 55,509,096 ― 7,488 ― 9,490

 

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

 

(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないため、直前の基準日である平成22年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成22年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 20,900

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 55,457,900 554,579 ―

単元未満株式 普通株式 30,296 ― ―

発行済株式総数 55,509,096― ―

総株主の議決権 ― 554,579 ―
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② 【自己株式等】

平成22年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
愛三工業株式会社

愛知県大府市共和町一丁目
１番地の１

20,900 ― 20,900 0.03

計 ― 20,900 ― 20,900 0.03

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成22年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

 
10月

 
11月

 
12月

最高(円) 868 785 709 720 680 655 658 696 761

最低(円) 787 600 621 622 573 574 595 580 651

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価により記載しております。

 

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。

EDINET提出書類

愛三工業株式会社(E02162)

四半期報告書

15/33



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期

間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連

結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日か

ら平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四

半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四

半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について有限責任監

査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,594 15,288

受取手形及び売掛金 24,253 25,566

有価証券 821 893

商品及び製品 3,545 3,260

仕掛品 3,840 3,418

原材料及び貯蔵品 5,884 5,298

未収還付法人税等 144 161

繰延税金資産 5,904 4,562

その他 3,793 3,679

貸倒引当金 △153 △155

流動資産合計 71,628 61,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,465 14,831

機械装置及び運搬具（純額） 21,629 24,066

土地 5,445 5,235

建設仮勘定 2,808 1,824

その他（純額） 1,812 2,104

有形固定資産合計 ※1
 46,160

※1
 48,062

無形固定資産

のれん 389 572

その他 952 1,132

無形固定資産合計 1,342 1,704

投資その他の資産

投資有価証券 2,311 3,147

繰延税金資産 3,789 3,613

その他 3,441 3,903

貸倒引当金 △51 △51

投資その他の資産合計 9,491 10,613

固定資産合計 56,994 60,380

資産合計 128,622 122,353
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,496 19,442

短期借入金 3,835 3,738

1年内返済予定の長期借入金 3,361 2,355

未払費用 5,492 6,589

未払法人税等 562 481

製品保証引当金 11,268 7,142

役員賞与引当金 93 133

その他 7,195 6,054

流動負債合計 51,306 45,936

固定負債

長期借入金 8,801 6,073

退職給付引当金 8,232 7,638

役員退職慰労引当金 292 367

その他 1,080 1,051

固定負債合計 18,407 15,131

負債合計 69,713 61,068

純資産の部

株主資本

資本金 7,488 7,488

資本剰余金 9,490 9,490

利益剰余金 44,769 45,320

自己株式 △20 △20

株主資本合計 61,728 62,279

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 525 554

繰延ヘッジ損益 △2 △4

為替換算調整勘定 △4,951 △3,056

評価・換算差額等合計 △4,428 △2,506

新株予約権 255 217

少数株主持分 1,353 1,295

純資産合計 58,908 61,285

負債純資産合計 128,622 122,353
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 97,995 114,396

売上原価 87,576 98,300

売上総利益 10,418 16,096

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 972 1,119

給料及び手当 3,059 3,255

製品保証引当金繰入額 531 1,491

役員賞与引当金繰入額 90 83

退職給付費用 249 251

役員退職慰労引当金繰入額 57 45

その他 3,162 3,654

販売費及び一般管理費合計 8,124 9,901

営業利益 2,294 6,194

営業外収益

受取利息 69 78

受取配当金 27 37

雇用調整助成金 256 －

補助金収入 － 90

雑収入 204 165

営業外収益合計 558 372

営業外費用

支払利息 195 164

為替差損 3 637

雑損失 136 115

営業外費用合計 334 917

経常利益 2,517 5,649

特別利益

貸倒引当金戻入額 19 16

新株予約権戻入益 12 35

負ののれん発生益 － 112

特別利益合計 32 164

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26

製品保証引当金繰入額 － 5,400

特別損失合計 － 5,426

税金等調整前四半期純利益 2,549 387

法人税、住民税及び事業税 508 1,068

法人税等調整額 124 △1,406

法人税等合計 632 △338

少数株主損益調整前四半期純利益 － 726

少数株主利益 146 272

四半期純利益 1,770 454
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 37,957 37,128

売上原価 32,835 32,264

売上総利益 5,122 4,864

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 352 373

給料及び手当 1,024 1,045

製品保証引当金繰入額 42 11

役員賞与引当金繰入額 35 28

退職給付費用 80 85

役員退職慰労引当金繰入額 18 15

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 1,096 1,265

販売費及び一般管理費合計 2,650 2,825

営業利益 2,471 2,039

営業外収益

受取利息 20 27

受取配当金 9 15

雇用調整助成金 7 －

補助金収入 － 50

雑収入 29 49

営業外収益合計 66 143

営業外費用

支払利息 73 59

為替差損 38 91

雑損失 52 42

営業外費用合計 164 194

経常利益 2,374 1,988

特別利益

貸倒引当金戻入額 3 －

新株予約権戻入益 12 10

特別利益合計 16 10

特別損失

製品保証引当金繰入額 － 5,400

特別損失合計 － 5,400

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,390 △3,401

法人税、住民税及び事業税 370 411

法人税等調整額 561 △1,849

法人税等合計 932 △1,438

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,963

少数株主利益 68 81

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,389 △2,044
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,549 387

減価償却費 7,157 6,401

製品保証引当金の増減額（△は減少） △479 4,199

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △39

退職給付引当金の増減額（△は減少） 347 608

前払年金費用の増減額（△は増加） 317 340

受取利息及び受取配当金 △97 △116

支払利息 195 164

売上債権の増減額（△は増加） △4,208 440

たな卸資産の増減額（△は増加） 882 △1,735

仕入債務の増減額（△は減少） 4,943 583

その他 △495 830

小計 11,103 12,065

利息及び配当金の受取額 85 104

利息の支払額 △194 △159

法人税等の支払額 △421 △861

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,572 11,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △3,678 △4,925

投資有価証券の取得による支出 △300 △16

その他 212 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,766 △5,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,823 384

長期借入れによる収入 3,000 6,000

長期借入金の返済による支出 △3,140 △2,256

配当金の支払額 △665 △887

少数株主への配当金の支払額 △67 △65

その他 △95 △121

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,793 3,052

現金及び現金同等物に係る換算差額 53 △1,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,066 7,983

現金及び現金同等物の期首残高 12,093 16,108

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 44

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 16,159

※1
 24,137
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

１　連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より重要性が増したため、愛三熊本㈱を連結の範囲に含めております。また、当第３四

半期連結会計期間において、当社連結子会社であるアイサンインダストリーチェコ㈲と同アイサンインダスト

リーローニー㈲は、平成22年12月31日をもってアイサンインダストリーチェコ㈲を存続会社として合併いたしま

した。

２　会計処理の原則及び手続の変更

　(1) (資産除去債務に関する会計基準の適用)

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用

しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純利益は26百

万円減少しております。

また、当会計基準等の適用開始による当第３四半期連結累計期間の資産除去債務の変動額は26百万円であり

ます。

　(2) (企業結合に関する会計基準等の適用)

第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成20年12月26日)、

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基

準」(企業会計基準第７号　平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号　平成20年12

月26日公表分)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第

10号　平成20年12月26日)を適用しております。

 

【表示方法の変更】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１　少数株主損益調整前四半期純利益

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２　雇用調整助成金

　前第３四半期連結累計期間の営業外収益において独立掲記しておりました「雇用調整助成金」は、重要性が低下

したため、当第３四半期連結累計期間においては、営業外収益の「雑収入」に含めております。なお、当第３四半期

連結累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「雇用調整助成金」は２百万円であります。

 

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係)

１　少数株主損益調整前四半期純損失

　「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一部

を改正する内閣府令(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、当第３四半期連結会計期間では、「少数

株主損益調整前四半期純損失(△)」の科目で表示しております。

２　雇用調整助成金

　前第３四半期連結会計期間の営業外収益において独立掲記しておりました「雇用調整助成金」は、重要性が低下

したため、当第３四半期連結会計期間においては、営業外収益の「雑収入」に含めております。なお、当第３四半期

連結会計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「雇用調整助成金」は０百万円であります。
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【簡便な会計処理】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

(たな卸資産の評価方法)

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。

 

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　123,895百万円※１　有形固定資産の減価償却累計額　120,754百万円

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金勘定 15,488百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △120

MMF・３ヶ月以内の短期公社債投資信託 791

現金及び現金同等物 16,159
　

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年12月31日現在)

現金及び預金勘定 23,594百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △278

MMF・３ヶ月以内の短期公社債投資信託 821

現金及び現金同等物 24,137
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)および当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平

成22年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 55,509

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(千株) 21

 

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 新株予約権の内訳
当第３四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 ストック・オプションとしての新権予約権 255

 

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月22日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 443 8 平成22年３月31日平成22年６月23日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 443 8 平成22年９月30日平成22年11月26日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生

日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)および前第３四半期連結累計期間(自

　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

　事業の種類として「自動車部品」および「自動車部品以外」に区分しておりますが、全セグメントの売上高の

合計および営業利益の金額の合計額に占める「自動車部品」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の

種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

 

 
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

23,7647,749 4,471 1,97137,957 ― 37,957

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は振替高

3,253 140 14 41 3,449△3,449 ―

計 27,0177,890 4,485 2,01341,407△3,44937,957

営業利益又は営業損失(△) 1,228 1,335 77 △167 2,473 △1 2,471

 

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

 

 
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

欧州
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高        

　(1) 外部顧客に対する
　　　売上高

62,91918,72410,5905,76197,995 ― 97,995

　(2) セグメント間の
　　　内部売上高又は振替高

7,896 881 47 173 8,998△8,998 ―

計 70,81519,60510,6375,934106,993△8,99897,995

営業利益又は営業損失(△) △214 3,054 △70 △536 2,232 61 2,294

(注) １　国または地域は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国または地域

アジア…………韓国、中国、インドネシア他

北米……………米国

欧州……………チェコ、フランス、ベルギー
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)

 

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 8,266 4,743 2,236 15,246

Ⅱ　連結売上高(百万円)    37,957

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

21.8 12.5 5.9 40.2

 

前第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

 

 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 19,958 11,386 6,578 37,923

Ⅱ　連結売上高(百万円)    97,995

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

20.4 11.6 6.7 38.7

(注) １　国または地域は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国または地域

アジア……………………韓国、中国、インドネシア他

北米………………………米国、カナダ

その他の地域……………フランス他
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【セグメント情報】

(追加情報)

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３月

27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日)を適用しております。

 

１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち独立した財務情報が入手可能であり、取締役

会等の経営決定機関が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい

るものであります。

当社グループは、主に国内および海外の自動車メーカー向けにフューエルポンプモジュール、スロットルボ

デー、キャニスタ等の自動車部品を国内においては主に当社が、海外においては各国現地法人が、それぞれ製造・

販売を行っております。

現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域において事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、製造・販売を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「ア

ジア」(主に韓国、中国、インドネシア)、「北米」(米国)および「欧州」(チェコ、フランス、ベルギー)の４つを報

告セグメントとしております。なお、「日本」セグメントでは、自動車部品の製造・販売他、自動車運送取扱業、土

木建設業、コンピュータシステムおよびプログラムの開発・販売等の事業を行っております。

 

２　報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 アジア 北米 欧州

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 68,71725,56414,4755,638114,396 ― 114,396

(2) セグメント間の内部売上高
　　又は振替高

9,394 513 100 142 10,151△10,151 ―

計 78,11226,07814,5755,780124,547△10,151114,396

セグメント利益又は損失(△) 1,6724,254 511 △249 6,188 5 6,194

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額５百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

合計
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)２日本 アジア 北米 欧州

売上高        

(1) 外部顧客に対する売上高 23,0917,9724,5151,54937,128 ― 37,128

(2) セグメント間の内部売上高
　　又は振替高

3,527 226 30 43 3,827△3,827 ―

計 26,6188,1994,5451,59240,956△3,827 37,128

セグメント利益又は損失(△) 930 1,155 123 △136 2,072 △32 2,039

(注) １　セグメント利益又は損失(△)の調整額△32百万円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
 

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

  

１株当たり純資産 1,032円66銭

  

１株当たり純資産 1,077円21銭

 

２　１株当たり四半期純利益または四半期純損失および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　　第３四半期連結累計期間
 

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 31円91銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希

薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。

１株当たり四半期純利益 ８円19銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希

薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。

(注)　１株当たり四半期純利益算定上の基礎

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 1,770 454

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,770 454

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,488 55,488

 

　　第３四半期連結会計期間

 

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益 25円04銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希

薄化効果を有している潜在株式がないため記載しており

ません。

１株当たり四半期純損失 36円85銭

　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１

株当たり四半期純損失であり、希薄化効果を有している

潜在株式がないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益または四半期純損失の算定上の基礎

 

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は四半
期純損失(△)(百万円)

1,389 △2,044

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失
(△)(百万円)

1,389 △2,044

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 55,488 55,488
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は次のとおりであります。

　　　・決議年月日 平成22年10月28日

　　　・中間配当金の総額 443百万円

　　　・１株当たりの金額 ８円

　　　・中間配当金支払開始日 平成22年11月26日

 

EDINET提出書類

愛三工業株式会社(E02162)

四半期報告書

30/33



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成22年２月10日

 

愛三工業株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任監査法人　　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　平　　野　　善　　得　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　水　　野　　信　　勝　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　淺　　井　　明 紀 子　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛三工業株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛三工業株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成23年２月９日

 

愛三工業株式会社

取締役会　御中

 

 

有限責任監査法人　　トーマツ  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　平　　野　　善　　得　　㊞

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士　　淺　　井　　明 紀 子　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛三工業株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成22年10月１

日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛三工業株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四

半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出

会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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